
『地域間幹線系統の事業評価について』 
 

 地域間幹線系統（市町を跨ぐ広域的・幹線的な系統）については、より効果的、効率的

な運行を実施するため、県が定める採点基準により事業評価を行っています。 

 事業評価結果を参考に、系統の今後の方針を本会議で協議・検討します。 

 

 

対象路線  静岡市の地域幹線系統：１路線１系統 

しずてつジャストライン㈱ 三保草薙線 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 静岡県からの評価概要の説明  

  別紙３－１ 令和７年度地域間幹線系統に関する事業評価 

     3－２ 令和７年度地域間幹線系統の事業評価結果（概要） 

     3－３ 令和７年度地域間幹線系統総合評価一覧表 

     3－４ 地域間幹線系統項目別評価一覧表（輸送量） 

 

② 事業者からの幹線系統の説明  

  別紙3－5 地域間幹線系統確保維持計画系統別評価シート 

 

③ 今後の方針等の協議  

  別紙３－6 地域間幹線系統に対する市町取組方針報告書 

資料３ 

国県市の補助区間 
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１　系統の概要
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２　評価結果
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（静岡県様式１）

地域間幹線系統　事業評価シート

事業者名 系統名 起点 主な経由地 終点

しずてつジャストライン株式会社 三保草薙線 折戸車庫 草薙団地・県立大学前 折戸車庫

系統キロ程 関係市町

24.8 静岡市

項目 評価のポイント 実績
評価
点数

（参考）
前年度実績

補助基準（40） 国庫補助基準を満たしたか － － －

運行回数
（10）

運行回数３回/日以上を確保したか 8.5 10 8.5

輸送量
（30）

実績輸送量15人/日以上を達成したか 41.6 30 39.9

実施状況（40） 効果的に実施されたか － － －

収支率
（20）

収入を確保できているか 50.1 20 45.4

実績 120,456 119,448

計画 119,448 118,580

乗車人員
（20）

乗車人員の実績は計画を上
回ったか

15

40 評価指標 Ａ：幹線として優れた役割を果たしている

幹線性・広域性（20） 幹線としての役割を果たしたか － － －

拠点 3 3

乗継バス停 7 7

ネットワーク構成
（10）

他の系統と乗換可能なアクセ
ス拠点（バス停数）はあるか
（詳細別記）

10

広域トリップ状況
（10）

市町（Ｈ13.3.31現在の市町）跨ぎの移
動はされているか

6.2 2 7.6

補助基準

A
実施状況 35 Ｂ：幹線として適した運行となっている

幹線性・広域性 12 Ｃ：改善に努力を要する

合計 87 Ｄ：見直しの検討を要する
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３　説明事項

４　事業者の取組

主な運行目的
・三保及び草薙沿線住民の静岡市立清水病院までの通院
・清水区住民の草薙駅及び狐ヶ崎駅までの通勤
・静岡県立大学までの通学

増収策

・JR運行時刻に合わせたダイヤ改定の実施
・小学生へのバスの乗り方教室の実施
・バスの乗り方リーフレットの配布
・全国IC相互利用の導入（2013年3月より）
・ICカード電子マネー機能搭載（2016年11月より）
・バスロケーションシステムの運用による利便性向上
・運賃改定の実施
・しずてつバスフェスタの開催

費用削減策

・エコドライブの徹底
・利用実態に見合った運行便数への改善
・燃料消費率の改善（デジタルタコグラフによる燃費改善のための指導）
・燃料使用料の削減（車両搭載燃料の抑制）
・車両使用年数の見直しと車両修繕費の基準見直し
・外注修繕費の削減

項目 内容

（拠点）

（乗継ぎバス停）

（バス停から半径500ｍ以内に存在する主な公共・拠点施設）

項目 内容

忠霊塔前、静岡市立清水病院、草薙駅南口

折戸車庫、西折戸、駒越東、龍華寺、妙音寺、狐ヶ崎駅前、県立大学前

公共施設・
拠点施設との
アクセス状況

東海大学（海洋）東海大付属翔洋高校・中学校、清水三保第二小学校、清水海上技術短
期大学校、清水南高校、ベイドリーム清水、清水駒越小学校、静岡市立清水病院、日本
平運動公園、船越堤公園、清水第四中学校、清水船越小学校、狐ヶ崎駅、イオン清水
店、清水有度第一小学校、御門台駅、清水第七中学校、草薙駅、静岡県立大学、清水草
薙スポーツ広場

ネットワーク
構成の詳細



（記載要領）
1
2

Ｂ

Ｃ

（静岡県様式２）

地域間幹線系統に対する市町取組方針報告書

市町名 静岡市

対象系統
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「今後の方針（市町の意向等）」は、当該系統をどのように維持していくか、簡潔に記載してくださ
い。なお、輸送量が20人/日未満（特に評価指標がＣまたはＤの系統）については、国及び県の補助要
件（輸送量15人/日等）を満たさなくなり、今後補助を受けられなくなるおそれがあるため、より具体
的な取組や市町の意向を記載してください（必要に応じて詳細資料（様式任意）を添付すること）。

ＡまたはＢ
本系統は、通勤・通学・通院に利用され、市民生活に欠かせない移動手
段であるため、引き続き運行維持及び利用促進に向けて支援を行う。

ＣまたはＤ

「市町の取組」は、評価期間に実施した利用促進策等の取組を記載してください。

評価
指標

Ｄ

市町の取組

１　移動需要に合わせた効果的で持続可能な公共交通サービス体系の構築を目的とした
　　静岡市地域公共交通計画の策定（令和７年７月策定）を行い、本件路線を含む市内
　　のバス路線の維持を図った
２ 各種補助制度により、運行欠損額を補填しつつ利用環境改善を支援した
　　・静岡市バス路線維持費補助金により、運行欠損額を全額補填する
　　・ノンステップバス・燃料電池バス導入に対して補助を行う
　　・停留所の上屋・ベンチ等の整備に対し補助を行う
３ 市民へのバス利用・路線維持に係る広報活動等を実施した
　　・市窓口、ホームページにおいて、路線図、時刻表、C&BR位置図、災害時の運行状況
　　　について発信することにより、バスが利用しやすい環境づくりを行う。
　　・本件路線を含む市内の路線ごとの補助額の推移（多額・増加傾向）を公表し、補助
　　　による路線維持に対する理解や積極的なバス利用による維持をPRする
４ その他
　　・各種イベント等の企画・連携

今後の方針（市町の意向等）

評価
指標

Ａ 三保草薙線


